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2013 年 2 月 12 日 

第 57 号 

発行:全厚生不当解雇撤回闘争団 

 

社保庁分限免職の取消判定を！ 

  1・18人事院前要求行動を展開 

2009年末の社保庁職員の分限免職取

消を人事院に求めて 3年となった1月18

日、国公労連は社会保険庁不当解雇撤回人

事院前要求行動を実施し、約 130人が参

加しました（写真右）。この行動には、全

労連社保庁職員不当解雇撤回闘争対策会議

のメンバー、東京争議団、民間労組の仲間、

ＪＡＬ原告団も多数駆けつけました。 

12時 15分から始まった要求行動で主催者あいさつした国公労連の宮垣中央執行委員

長は、「年金を守るためにがんばってきた職員の雇用を奪い、生存権を脅かすことは断じ

て許されない。政府の『過去に懲戒処分を受けた職員は年金機構に採用しない』という閣

議決定の撤回とともに、安心できる年金制度確立のためにも処分取り消し決定を強く求め

る」と訴えました。 

連帯あいさつした全労連の根本副議長は、昨年 12月に人事院で実施された口頭審理で、

厚労省には分限免職を回避する条件も体制もあったにもかかわらず何らの努力をしなかっ

たことをきびしく批判し、「全国の宣伝行動と署名を積み上げて、公正判定を勝ち取ろう」

と呼びかけました。 

ＪＭＩＵの三木書記長は、「大企業の横暴・リストラが強まるなか、

今年は暮らしと雇用を守る春闘だ。東日本大震災で工場すべてが破壊

した陸前高田市の中小の醤油会社の社長は、地域の雇用を守るため一

人も解雇せず、毎年雇用するなど懸命に努力している。雇用を守るた

め、ともにたたかおう」と述べ、ＪＡＬ客乗不当解雇撤回裁判原告団

の石賀事務局次長（写真左）は「解雇撤回闘争は、

労働者の権利を守り、国民の安心・安全、憲法を

守る重要なたたかいだ。団結して解雇撤回、原職復帰を果たしたい。

ともに全力でがんばっていこう」と呼びかけました。 

全労働の南中央執行委員（写真右）は、「国は、国民の年金制度へ

の不満・不信を社保庁職員に責任を押しつけリストラした結果、大企

業の解雇自由化の流れにつながってしまった。国は謝罪し、解雇撤回

するべきだ。全労働は良質な雇用と社会保障拡充を求め、多くの労働者と連帯してたたか
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う」と決意を表明。当事者である全厚生闘争団の北久保事務局長

（写真右）は、「この間一人も欠けることなくたたかってきた。

分限免職を強要した自公政権に戻ったが、人事院は厚生・公平な

判定を出すべきだ」と力強く訴えました。 

最後に全厚生の川名書記長のシュプレヒコールと団結ガンバロ

ーで行動を終えました。 

解雇から３年！一刻も早く公平な判定をだせ 

 全労連と国公労連、全厚生闘争団が人事院に署名を提出し要請 

２００９年１２月末の社会保険庁廃

止の際の５２５人の整理解雇。不当解

雇撤回を求めて全厚生組合員が人事院

に集団審査請求を行ってから丸 3年目

にあたる１月１８日、全労連と国公労

連、全厚生、ＪＭＩＵの代表と当事者

が人事院に対して要請を行いました

（写真）。人事院は武廣事務総局監理官ほか１名が対応し、先月の要請に続いて集約され

た署名２万５８５２筆を提出し、署名はこれで５万７９９９筆となりました。 

署名の提出に合わせて武廣管理官に参加者６名が要請を行い、最初に国公労連川村副委

員長が「2010年 1月に不服申し立てを行ってから丸３年となった。１２月の最終陳述に係

る口頭審理でも明らかにされたように、社保庁職員の分限免職は行なう必要性は全くなか

った。社保庁当時の勤務成績が全く考慮されず、厚労省への転任面接もズサンであったこ

となど政府が行った分限免職の手続きが正しかったどうかが問われている。人事院は、法

と規則を逸脱した分限免職を許してはならない」と発言。全労連の小林さんは「この間の

審理を傍聴してきて、不当解雇であることは明白。公正な審査を行い、取消判定をすべき」、

ＪＭＩＵの三木書記長は「社保庁の仕事はなくなっていない。むしろ記録問題で仕事が増

えたにもかかわらず整理解雇が行われた。明らかな誤りであり政府も間違いを認めるべき」、

全厚生の川名書記長は「社保庁廃止時、大量のベテラン職員がいなくなり、職場で働いて

いる人の７割は年金を知らないという状態だった。しなくても良かった分限免職を行った

不当解雇で取り消されるべき」など、早期の取消判定を強く要請しました。当事者の北久

保さんは「解雇から３年となっている。一刻も早く公平な判定を出すべき」、伊藤さんは

「３年経てば年金の法律や事務も変わってしまう。職場復帰のためにも早期の取消判定を」

と訴えました。 

武廣管理官は「早期に公平な判定をという皆さんのお気持ちは担当者に伝えたい」と回

答。再度、年度内の公正な判定を求めて人事院要請を終了しました。 
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 学習の友社ブックレット  

 『何が目的か？国家公務員の解雇』 

   年金の安心を掘り崩す社会保険庁解体を問う 

                  が発売されました 

 

 人事院の公正判定を勝ちとるために、たたかいのさらなる力となる一冊です。 

 昨年 11 月 2 日に東京で開催された社保庁不当解雇撤回中央総決起集会の内容を一冊の

本にまとめて作られました。社保庁の分限免職の実態、人事院審理の状況と全厚生闘争団

のたたかいがよくわかる内容となっています。ぜひ、お読みください。 

 購入を希望される方は、お近くの「学習の友」取扱団体にお問い合わせいただくか、全

厚生闘争団事務局までメールでご依頼ください。定価６００円（送料別）です。（メールに

は、郵便番号、住所、氏名、電話番号、希望冊数を記入の上、申し込んでください。郵送

にて送付させて頂きます。お支払はブックレットに同封されている郵便振替でお願いしま

す。） 

 

 

事務局 

〒604-8854 

京都市中京区壬生仙念町 30-2 ラボール京都地下 

京都国公気付  ☎:075-801-7875 FAX:075-801-7876（共に京都国公） 

mail:zenkousei-tousoudan@xug.biglobe.ne.jp （全厚生闘争団メールアドレス） 
http://www.geocities.jp/zks_sasaerukai/index.html （全厚生闘争団を支える会ホームページ） 

 

mailto:zenkousei-tousoudan@xug.biglobe.ne.jp
http://www.geocities.jp/zks_sasaerukai/index.html

